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「高年齢者の労働災害防止のための指針」について

　

平素より労働基準行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り厚，く御礼申し上げ
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さ‐て、 宮城県内の令矛旧 年（‘令和８年１月末の速報） の労働災割こよる休業４

日以上の死傷者は２，３９５名、．うち死亡者は６名であり、 前年同期と比較し、死傷

者は４３名増加、死亡者は５名減少という状況になっております。

　

このうち、６０．歳以上の高年齢者の労働災害は７５５名であり、 全体の３割を占

めていま，す。高年齢者の労働災害については、 休業１か月以上が約６割を占め、
全産業の約５割に比べて就労不能期間の長期化する傾向にあります。，また、事故

の型別でみると、「つまづき」．１９．６％、「滑り」１４，８％、
「もつれ等」８．７％、「その

－他の転倒」２．８％と転倒によるものが約４割を占め、他の災害に比べ多，く発生して

いる状況です。

　

今般、 厚生労働省では‘労働安全衛生法及び作業環境測定法の
÷部を改正する，

法律．（令和７・年法律第３３号） による改正後の労働安全衛生法第６２条の２第２項

の規定に基づき、 令和８年４月１日から適用される「高年齢者の労働災害防止の

ための指針－（以下 「指針」 という） を別添のとおり公布いたしました。

　

つきまし．ては、 本指針に掲げる事項を各事業場．（傘下会員事業場）に周知，し、
取組が促進されるよう、 特段の配慮をお願いし，ます。
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基 発．０２１０

　

第 １ 号

令和８年２月 １０

　

日

都道府県労働局長

　

殿

　　　

厚生労働省・労働基準局長

（公・印 省 略）

「高年齢者の．労働災害防止のための指針」 について

　

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第

，３３号。 以下 「改正法」 という。） に
・よる改正後の労働安全衛生法 （昭和４７年法

律第５７号）・第６２条の２第２項の規定に基づき、ｒ＼
「高年齢者の労働災害防止のた

めの指針」（以下 「指針」 という。）が別添１のとおり公表され、 令和ぎ年４月

１日から適用されることとなった。

　　　　　

▼

　

ついては、下記事項に．留意の上、事業者及び関係事業者団体等に対する周知

を図るどと・もにその運用に遺漏なきを期され凄い。

　

なお、 令和Ｚ年３月１６日付け基安発０３１６第１号，「「高年齢労働者の安全と健

康確保のためのガイドライン」の策定について」 は、 令和８年３月．３１日をもっ

て廃止する。

１

　

趣旨について （指針第１関係）．

　

この指針は、改正法により事業者の努力義務とされた高年齢者の特性に配

慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置について、その適切

かつ有効な実施を図るため必要な事項を示したものであること。
・国、 事業者、 労働者等の関係者においては、 一人の被災者も出さないとの

基本理念の実現に向け、高年齢者の労働災害を少しでも減らし、労働者一人

一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向けて取り組むこと

が求められるものであること。

　

事業者は、．高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他

の必要な措置を講じるよう努めるとともに、事業場の実情に応じて関係団体

の支援を活用し、 労働者と▼も連携・協力，し・て取組を進めることが重要である

こ と。
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なお、 請負の形式による契約により業務を行う者についても、 この指針を

　

参考にして取り組むものであること。
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▼２

　

事業者が講ずべき措置，（指針第２関係）

　　

．事業場におけ，る安全衛生管理の基本的体制及び具体的取組の体系について

　

は別紙のとおり。

３

　

▼安全衛生管理体制の確立等 （指針第２の１関係）

　

（１） 指針第，２の１（１）イ②の 「労働者の意見を聴く機会」 については、 安全

　　

衛生の委員会．のほか〈

　

職場で行っている定例の会議や業務ミーティング

　　

等も活用できること。 なおゞ 必ずしも会議体の構成をとる必要はなく、

　　

安全衛生推進者等、指針第２の１（１）ア②の安全衛生方針に基づき指定さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

れた担当者等を中心に意見の聴取を実施することも考えら．れること。
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▲
． （２） 指針第２の１（２）の 「危険源の特定等のリスクアセスメントの実施」．に．

　　

ついては、 以下の点に留意すること。

　　

ア

　

リスクアセスメントにより職場の改善を進めた事例として、厚生労

　　　

働省ホームベ」ジの事例でわかる職場のリスクアセスメント等を参考

　　　

にす，るこ
・と。 また、 リスクアセスメントにおける危険源の洗い出しに

　　　

際し、 厚生労働省ホームページの労働災害事例集やヒヤリ・ハット事

　　　

例集等を参考にすること。

　

‐ イ

　

リスク，アセスメントの実施に際し、
．職場環境改善ツ」ルとして 「エイ

　　　

ジアクション１００

　

改訂版」 のチェックリス ト （２０２１年中央労働災害防

　　

・

　

止協会、 別添２） 等を活用するこ◆とも有効であるごと小また、 チェック

　　　

リストでは業種別に優先的に取り：組む事項も示されており、 これらも踏
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まえてチェツクリストを活用するものであること。－′

　　　　　　　

‐

　　

ウ・フレイルとは、 加齢とともに、 筋力や認知機能等の心身の活力が低下
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． し、 生活機能障害や要介護状態等の危険性が高くなった状態であり、口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

・コモティブシンドロームとは、 年齢とともに骨や関節、 筋肉等運動器の

　　　

衰えが原因で 「立つ」、「歩く」 といった機能 （移動機能） が低下してい

　　　

、る状態のことをいうこと。

　　

エ・，
「身体負荷を．軽減する個人用の装備」’については、 アシストスーツ等・

　　　

が あること。

　　

オ

　

「職場環境改善等の実施に当たり安全衛生教育と併せて行うこと」・の

　　　

具体的な方法については、 例えば、 実際に行った職場環境改善の内容と

　　　

期待される効果について安全衛生教育に含めることが考えられること。，

２



４

　

職場環境の改善 （指針第２の、２関係）

（１） 指針第２の２（１）の 「情報機器作業への対応」 については、 パソコン等

　　

を用いた情報機器作業において、情報機器作業における労働衛生管理のた

　　

めのガイドライン（令和元年７月１２日付け基発‐０７１２第３号） 等を参照す

　　

る こ と。
・

（２）， 指針第２の２（２）の
「共通的な事項」 については、 以下の点に留意する‐

‐

　

こ と。
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ア

　

注意力や判断力の低下による災害の防止については一複数の作業を同

　　　

時進行させるよ，うな負担はできるだ，け避けるこ
とが望ましいこと。 なお、

．
・

　

複数の作業を同時進行させる場合は、管理監督者が優先順位を判断した

　　

．上で作業指示をすることが望ましいこと。

　　

イ

　

腰部に過度の負担がかかる、作業に係る作業方法については、 重量物を

　　

取り扱うときの腰痛のリスクアセスメ ント手法については、Ｊ工Ｓ規格

　　　

〔日本産業規格 １ＩＳＺ８５０５）を参照してリスクアセスメントを行うことが

　　　

望ま しいこと。

．（３） 指針第２の２（２）の 「暑熱作業への対応」 については、 作業の休止時間

　

．
ｒ及び休憩時間を確保し、 高温多湿作業場所での作業を連続して行う時間を

． 短縮するよう努めること。 また、
ｒ
作業者の水分及び塩分の摂取状況や、，作

　

・業者の健康状態を確認し、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合において速

　　

やかに作業の中断その他必要な措置を講ずること。 積極的に熱中症が生じ

　　

た疑いのある．作業者を早期に発見する観点から推奨される方法として、 責

　　

任者等による作業場所の巡視、２人以上の作業者が作業中に互いの健康状
・ 態を確認するバディ制の採用、・責任者、 労働者双方向での定期連絡やこれ‐

　　

らの措置の組合せなどが挙げられること。

５

　

高年齢者の健康や体力の状況の把握（指針第２の３関係）

　

（１） 指針第２の３、（１）のＴ健康状況の把握」 については、
．以下に掲げる例を

　　

参考に、 高年齢者が自らの健康状況を把握できるよ，うな取組を実施するこ

　　

とが望ましいこと。

　　

・労働安全衛生法で定める健康診断の対象にならない者が、 地域の健康診

　　　

断等 （特定健康診査等） の受診を希望する場合は、 必要な勤務時間の変

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

更や休暇の取得について柔軟な対応をすること。

　　　　　　　　　

′

　　

・労働安全衛生法で定める健康診断の対象にならない者に対．して、 事業場

　　　

の実情に応じて、．健康診断を実施するよう努めること。

　　

一健康診断の結果について、 産業医 保健師等に相談できる環境を整備す

　　

・る こ と。

　　　　　　　

一

３



　　

・健康診断の結果を高年齢者に通知するに当た・り、 産業保健スタッフから

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

健康診断項目毎の結果の意味を丁寧に説明する等、 高年齢者が自らの健

　　

康状況を理解できるようにすること。

　　

・日常的なかかわりの中で、 高年齢者の健康状況等に気．を配ること。

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
（２） 指針第２の３（２）の 「体力の状況の把握」 については、 以下の点に留意

　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

すること。

　　

ア

　

体力チェックの範囲については、 歩行能力等の筋力、 バラ，ンス能力、

　　

敏捷性等の労働災害に直接的に関与するものとし、事業場の実情に応じ

　　

▲ て全身持久力、感覚機能や認知機能等を含めて差し支えないこと。

　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

イ

　

体力チェックの対象については、 身体機能の低下は、，２０ 代、３０
・代な

　

・

　

どの若い頃から始まるとの調査結果もあることから、 事業場の実情に応

　　

‐じて高年齢者だけでなく青年期、
ｒ壮年期から体力チェックを，実施するこ

　　

とが望ましいとしたものであること。

　　

ウ ・体力チェックの方法としては、 厚生労働省が作成した 「転倒等リスク

　　

評価セルフチェック票」（別添３）、 独立行政法人労働者健康安全機構労

　　

働安全衛生総合研究所が開発したステップテストによる簡易体力測定、

　　

質問紙による全身持久力評価の手法、文部科学省が実施している新体力

　　

テスト等があること。

　　

エ

　

体力チェックの評価基準については、 評価基準を設ける場合、 高年齢

　　

者が従事する職務の・内容等に照らして合理的な水準に設定し、職場環境

　　

の改善や高年齢者の体力の向上に取り組むことが重要であ－り、．また、評

　　

価に当たっては、 仕事内容に対して必要な能力等が有るかという観点に

　　

も留意する必要があること。

　　

オ

　

体力チェックを行う場合．には、 対象者．の状況に応－じて高負荷にならな，

　　

いように安全に十分配慮する必要があること。．

６

　

高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応（指針第２の４関係）
（１） 指針第２の４（２）の 「高年齢者の状況に応じた業務の提供」 については、

　

以下の点に留意すること。

　

ア

　

高年齢者の業務内容の決定に当たり１ 労働者の健康や体力の状況に応

　　

じた対応が求められるが、在宅勤務が長期間に及ぶと筋力等の身体機能

　　

が低下する場合があることにも留意すること。

　

イ

　

高年齢者の業務内容の決定についてはく個々の健康や体力の状況に応

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　

　　

じ、 安全と健康の観点を踏まえた適合業務を高年齢者とマッチングさせ

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　

ｙ

　

．

　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

るよう努め↓継続した業務の提供に配慮することが重要であること。

　　

ウ

　

何らかの疾病を抱えて治療のための服薬をしながら働く労働者につい

　　　　　　　　　　　

４



　　

ては、．治療と就業の両立支援指針（令和８年厚生労働省告示第 ２８号）

　　

及び別途示す予定の通達に基づき取り組むよう努めること。
（２）．指針第２の４（３）の 「心身両面にわたる健康保持増進措置」については、

　

事業場における労働者の健康保持増進のための指針（昭和 ６３ 年９月１日

　

健康保持増進のための指針公示第１号、 令和８年２月 １０

　

日最終改正） 及

　

び労働者の心の健康の保持増進のための指針で．平成１８年３月３１日健康保

，持増進のための指針
公示第３号、 平成２７年１１月 ３０日最終改正）等に基

　

づき、 労働者の健康保持増進対策やメンタルヘルスケアに取り組むこと。

　

その実施に当たっては、
′以下に掲げる対策例があること。 なお、 こうした

　

身体機能の維持向上等の措置については労使が協力．して取り組むこと。

　

‘健康診断や体力チェックの結果等に基づき、必要に応じて運動指導や栄

　　

養指導＼ 保健指導、メンタルヘルスクアを実施する・こと。
▼なお、 栄養指

　　

導や保健指導に．おいては、 労働者の個別の状況に応じて指導すること，。

　　

栄養指導や保健指導を行う際には、食べる量、 栄養素について、 従来の

　　

生活習慣病改善の観点だけでなく、 フレイルやロコモティブシンドロ÷

　　

ムの予防の観点からの指導にも留意すること。

　

．身体機能の低下が認められる高年齢者については、 フレイルやロコモテ

　　

イブシンドロームの予防を意識した健康づくり活動の実施等、 身体機能

　　

・の維持向上のための支援を行うことが望ましいこと。 例えば、 運動をす

　　

る時間や場所への配慮、 トレーニング機器の配置等の支援が考えられる

　　

こ・と。

　

・保健師や専門的な知識を有する運動指導の専門家等の指導の下で高年齢

， 者が身体機能の維持向上に継続的に取り組むことを支援すること。

　

一労働者の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する健康経営の

　　

観点から企業が労働者の健康づくり等に取り組むこと。

　

．・・保険者と企業が連携して労働者の健康づくりを効果的・効率的に実行す

　　

るコラボヘルスの観点から職域単位の健康保険組合が健康づくりを実施

する場合には、連携・共同して取り組むことム

７

　

安全衛生教育（指針第２の５関係）
、（１）

　

指針第２の５（１）の 「高年齢者に対する安全衛生教育」 及．ぴ５（２）の

　　

「管理監督者等に対する教育」 について、安全衛生教育の年間計画を立案

　

する際には、 単一の災害にのみ焦点を当てるのではなく．、 腰痛、 転倒のよ

　　

うな複数の災害を対象としつつ、 行動災害一般に共通する教育や、 腰痛や

　

転倒に焦点を当てた教育の両方を行うようにすることが望ましいこと。 ま

　

た、 高年齢者が作業に慣れることで危機意識が薄くなること、 体力に
応．じ

５



　　

た作業の危険性等の気づきを促すことが重要であること。

　

（２）．指針第２の５，（１）の 「高年齢者に対する安全衛生教育」 については、高

　　

年齢者が自らの身体機能等．の低下が労働災害リスクにつながるこ
とを自覚

　　

し、 体力維持や生活習慣の改善の必要性を理解するため、 以下の項目をこつ

　　

いても高年齢者への教育の一環として周知するこ
・とが望ましいこと。‐

　　

，ゞ骨密度が低いと転倒した際に骨折しやすく，なり、 労働災害リスクが高く
．

　　

なること

　　

・食事や運動などの適切な対応により骨密度を維持することができるこ，と

　　

．骨粗紘症検診について、 地域で実施している場合もあり、 必要に応じて

　　

受 診 で き る こ と’，

　　　　　　　　　

′

（３） 指針第２の５（２）の▼「管理監督者等に対する教育」 については、 管理監

　

督者は、高年齢者が実際に働いている現場を見て、声がけすること等を通

　　

じ、 作業に無理がないか等を把握することも重要であること？

　　　

」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

８

　

労働者と協力して取り組む事項（指針第３関係）

， 指針第３の
「労働者と協力して取り組む事項」 については、 労使の協力の

下、労働者自身が以下の取組を実情に応じて進めることが必要であること。
なお、 労使が協力して高年齢者の労働災害を防止するため、 ヒヤリ・ハット

事例を活用，する場合には、．厚生労働省ホームページのヒヤリ ゾ・ツト事例集

等を参考にすること。

　

・高年齢者が自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や体力の維

　

持管理に努めること。 なお、 高齢になってから始めるのではなく青年、壮

・ 年期から取り組むことが重要であること。．
▼・事業者が行う労働安全衛生法で定める定期健康診断を必ず受けるとともに、

　

短時間勤務等で当該健康診断の対象とならない場合には、地域保健や保険

　

者が行う特定健康診査等を受けるよう努めること。

　

・事業者が体力チェック等を行う場合には、 これに参加し、 自身の体力の水
－

　

準について確認し、 気付きを得ること。

　

．日ごろから足腰を中心とした柔軟性や筋力を高めるためのストレッチや軽

　

いスクワット運動等を取り入れ、 基礎的な体力の維持と生活習慣の改善に

　

，取り組む
こと。

　

．各事業所の目的に応じて実施されているラジ・オ体操や転倒予防体操等の職

　

場体操には積極的に参加すること。．また、 通勤時間や休憩時間にも、 簡単

　

な運動を小まめに実施したり、自ら効果的と考える運動等を積極的に取り

　

入れたりすること。

　

・．適正体重を維持する、 栄養
バランスの良い食事をとる等、 食習慣や食行動

６．



　

の改善に取り組むこと。・

・青年、壮年期から健康に関する情報に関心を持ち．健康や医療に関する情

　

報を入手、 理解、 評価、 活用できる能力 （ヘルスリテラシー） の向上に努

　

めること。

９

　

国、 関係団体等による支援の活用 （指針第４関係）

（１）‐ 指針第４（３）の 「補助金等」 については、 厚生労働省で実施する補助制

　

度が あること。－

　　　　

．

（２）・指針第４（４）の，「社会的評価を高める仕組み」 については、 安全衛生に

　

係る優良事業場等の表彰等があること。
・

７

」

　

′‘

　

．


